
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外装と、該外装内に移動可能に設置され、基端及び末端をそれぞれ該外装の基端及び末端
から延長、露出するワイヤとを備えた可撓性のボーデンワイヤ組体、
第１場所で動作するように設置された第１アクチュエータ、及び
遠隔の第２場所で動作するように設置された第２アクチュエータ、
を具備し、
前記外装は、前記第１場所と前記第２場所との間に延び、前記第１アクチュエータに離間
配置で固定される基端と前記第２アクチュエータに離間配置で固定される遠隔端とを備え
、
前記ボーデンワイヤ組体の一端は、前記第１及び第２アクチュエータのいずれか一方に連
結され、
前記ボーデンワイヤの他端は、該他端に固定されて該他端から軸方向へ延びる伸長部材を
備え、該伸長部材が、その外周面に軸方向離間配置で形成された一連の環状溝を有し、
前記第１及び第２アクチュエータの他方には、相対的軸方向調整した選択された位置で前
記伸長部材を受容保持するように構成、配置されたクリップが回動可能に取付けられ、
該クリップは、板金から形成されるとともに、
前記他方のアクチュエータに連結される基壁、
該基壁から外方へ相互離間して延びる第１及び第２の支持壁、及び
該基壁から外方へ延び、前記第１及び第２の支持壁を略横断して配置される端壁を備え、
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それら基壁、支持壁及び端壁が、ワイヤの軸方向に延びて該基壁の反対側で開口するキャ
ビティを画成するように構成、配置され、
前記端壁は、それに一体的に形成された弾性カム面構造を備え、該カム面構造は前記キャ
ビティ内に延びて該カム面構造と前記第１及び第２の支持壁との間に保持溝を画成し、
前記第１及び第２の支持壁は、相互離間した一対の掴み縁部を画成し、それら掴み縁部は
、前記伸長部材に対して選択された軸方向位置で前記一連の環状溝のうちの対応する一対
の環状溝を画成する面に係合し、
前記保持溝の幅は、前記弾性カム面構造が非付勢状態にあるときに前記伸長部材の幅より
も小さく、かつ該カム面構造が前記キャビティ内で付勢状態に移動する際に拡張可能であ
り、前記伸長部材は、拡張された該保持溝内に配置されて該カム面構造からワイヤ軸方向
を横断する方向へばね力を受け、以て前記掴み縁部が、前記選択された軸方向位置で一対
の環状溝を画成する面に係合して、該伸長部材をワイヤ延長方向への移動に対して保持す
る、
ように構成された車両用遠隔操作装置。
【請求項２】
前記外装の前記基端及び前記末端が保持部材によって固定される請求項１に記載の車両用
遠隔操作装置。
【請求項３】
前記伸長部材は円筒状ロッドであり、該ロッドは、その外周面から延長されて軸方向に並
置される複数の環状突起を備え、前記一連の環状溝の各環状溝が隣合う２つの該環状突起
によって画成される請求項１に記載の車両用遠隔操作装置。
【請求項４】
前記掴み縁部の各々は、前記基壁から略上方へ漸減するカム縁部と、該カム縁部に円滑に
推移する弧状縁部とによって画成され、該弧状縁部は、前記ロッドの曲率に合致するよう
に構成、設定された曲率を有し、以て、前記一対の環状溝に配置された前記掴み縁部が、
該ロッドをワイヤ延長方向への移動に対して保持する請求項３に記載の車両用遠隔操作装
置。
【請求項５】
前記掴み縁部は、前記ロッドに係合して、前記ワイヤ延長方向を略横断する方向への該ロ
ッドの移動を防止する請求項４に記載の車両用遠隔操作装置。
【請求項６】
前記第１及び第２の支持壁の前記掴み縁部は、前記伸長部材の軸方向長さよりも短い距離
だけ相互に離間され、前記環状溝が該伸長部材の軸方向全長に亙って配置され、以てそれ
ら掴み縁部は、該伸長部材の軸方向長さに沿って様々な位置で選択された一対の環状溝を
画成する面に係合することができる請求項１に記載の車両用遠隔操作装置。
【請求項７】
前記弾性カム面構造は、相互離間した第１及び第２カム面を備え、該カム面の各々は前記
第１及び第２の支持壁の各々の掴み縁部に略対向して配置される請求項１に記載の車両用
遠隔操作装置。
【請求項８】
前記伸長部材が前記ワイヤの前記他端に溶接される請求項１に記載の車両用遠隔操作装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車等の車両で使用される操作装置であって、２つの可動アクチュエータの
間に設置されるボーデンワイヤ組体（Ｂｏｗｄｅｎ　ｗｉｒｅ　ａｓｓｅｍｂｌｙ）を備
えた遠隔操作装置に関し、特に、ボーデンワイヤ組体の各端部を各可動アクチュエータに
調整可能に連結するための装置に設けられる改良構造に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
ボーデンワイヤ組体は、車両内で様々な操作系に利用されている。例えば車両のドアにお
いては、前部に配置された内側掛止解除レバーと後部に配置されたドア掛止機構とを連結
するために、また車両の座席においては、作動レバーと遠隔操作式調整機構とを連結する
ために利用される。典型的にボーデンワイヤ組体は、ボーデンワイヤの末端に連結された
遠隔装置を、ボーデンワイヤの基端に連結されたアクチュエータの手動動作によって作動
するために使用される。
【０００３】
ボーデンワイヤ組体は、両端で固定式に装着される外装と、外装内で移動可能なワイヤと
を備える。典型的構成では、ボーデンワイヤ組体の末端は遠隔装置に連結され、ボーデン
ワイヤ組体の基端はアクチュエータに連結される。外装の両端での固定式装着により、ボ
ーデンワイヤ組体の基端に伝達される動作は、ボーデンワイヤ組体の末端における所望の
対応動作を確実に生じさせる。
【０００４】
ボーデンワイヤ組体が遠隔装置の所望の動作を確実に生じさせるようにするために、通常
は、ボーデンワイヤ組体の末端と遠隔装置との間の連結を調整可能なものにしている。こ
れにより、ボーデンワイヤ組体の基端に固定連結されたアクチュエータと、遠隔装置とを
、ボーデンワイヤ組体の末端への遠隔装置の連結が完了する前に適切に位置決めすること
が可能になる。しかしながら、基端は調整可能な端部であってもよい。
【０００５】
調整を行うための典型的構成は、円筒状部材を遠隔装置に取付けることである。この円筒
状部材は、ボーデンワイヤ組体の端部を受容する軸方向ボアと、円筒状部材の周面から半
径方向内方へ延びて軸方向ボアに連通するねじ穴とを備える。このとき止めねじがねじ穴
に係合され、ボーデンワイヤ組体の端部をボア内で適切に位置決めした後に、止めねじを
回してボーデンワイヤ組体の端部に把持係合させることができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
この種の調整における課題は、各部品をそれらの所望の位置に手で保持すると同時に止め
ねじを工具でねじ込むことが困難なことにある。
本発明の目的は、ボーデンワイヤ組体と、選択可能な位置でボーデンワイヤ組体の一端を
可動アクチュエータに調整可能に、かつ簡単な手動動作で工具を使わずに連結する手段と
を備えた操作装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、外装と、外装内に移動可能に設置され、基端及び
末端をそれぞれ外装の基端及び末端から延長、露出するワイヤとを備えた可撓性のボーデ
ンワイヤ組体、第１場所で動作するように設置された第１アクチュエータ、及び遠隔の第
２場所で動作するように設置された第２アクチュエータを備え、外装が、第１場所と第２
場所との間に延び、第１アクチュエータに離間配置で固定される基端と第２アクチュエー
タに離間配置で固定される遠隔端とを備えて構成される車両用遠隔操作装置を提供する。
この遠隔操作装置では、ボーデンワイヤ組体の一端は、第１及び第２アクチュエータのい
ずれか一方に連結される。ボーデンワイヤの他端は、この他端に固定されてこの他端から
軸方向へ延びる伸長部材を備える。伸長部材は、その外周面に軸方向離間配置で形成され
た一連の環状溝を有する。第１及び第２アクチュエータの他方には、相対的軸方向調整し
た選択された位置で伸長部材を受容保持するように構成、配置されたクリップが回動可能
に取付けられる。クリップは、板金から形成されるとともに、他方のアクチュエータに連
結される基壁、基壁から外方へ相互離間して延びる第１及び第２の支持壁、及び基壁から
外方へ延び、第１及び第２の支持壁を略横断して配置される端壁を備える。それら基壁、
支持壁及び端壁は、ワイヤの軸方向に延びて基壁の反対側で開口するキャビティを画成す
るように構成、配置される。端壁は、それに一体的に形成された弾性カム面構造を備え、
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このカム面構造はキャビティ内に延びてカム面構造と第１及び第２の支持壁との間に保持
溝を画成する。第１及び第２の支持壁は、相互離間した一対の掴み縁部を画成し、それら
掴み縁部は、伸長部材に対して選択された軸方向位置で一連の環状溝のうちの対応する一
対の環状溝を画成する面に係合する。保持溝の幅は、弾性カム面構造が非付勢状態にある
ときに伸長部材の幅よりも小さく、かつ弾性カム面構造がキャビティ内で付勢状態に移動
する際に拡張可能であり、伸長部材は、拡張された保持溝内に配置されて弾性カム面構造
からワイヤ軸方向を横断する方向へばね力を受け、以て掴み縁部が、選択された軸方向位
置で一対の環状溝を画成する面に係合して、伸長部材をワイヤ延長方向への移動に対して
保持する。
【０００８】
本発明のもう１つの目的は、単純構造で有効に作動し、製造及び維持が経済的な、上述し
た種類の操作装置を提供することである。本発明のこれら及びその他の目的は、後述する
詳細な説明及び特許請求の範囲によって明らかとなろう。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図１は操作装置１０を示す。操作装置１０は、基端側可動アクチュエータ１４と末端すな
わち遠隔側可動アクチュエータ１６との間に延びる可撓性のボーデンワイヤ組体１２を備
える。ボーデンワイヤ組体１２は、好ましくはプラスチック材料からなる外装１７と、外
装１７の内部で移動可能なワイヤ１８とを備える。ワイヤ１８は末端１９と基端２０とを
備え、それら各々は外装１７の各対応端から延びる。ワイヤ１８の末端１９は周知のボー
ル部材２１を備え、ボール部材２１は溶接等によってワイヤ末端１９に固定されてワイヤ
末端１９を遠隔側アクチュエータ１６に連結する。このように、ボール部材２１は遠隔側
アクチュエータ１６のスロット２２に取付けられ、ワイヤ１８を遠隔側可動アクチュエー
タ１６に連結する。両可動アクチュエータ１４、１６は、基端側部材の作動によって遠隔
側部材を動かすためのあらゆる特有の操作目的に則って構成することができる。したがっ
てアクチュエータ１４、１６は、ここでは概略を図示するのみに止める。
【００１０】
図２～図４を参照すると、露出したワイヤ基端２０は、外装１７から延び、溶接等によっ
てワイヤ１８に固定される長手方向部材すなわち溝付ロッド２３を備える。溝付ロッド２
３は、ワイヤ基端２０を基端側可動アクチュエータ１４に連結するために使用される。溝
付ロッド２３は、軸方向に離間した複数の環状突起２４を備える。それら環状突起２４は
、それらの間にロッド２３の長さに亙って離間配置される複数の環状溝２６を形成する。
環状溝２６は、複数の連結場所を画定するものであり、これについては後述する。
【００１１】
操作装置１０の基端は、ワイヤ基端２０を基端側可動アクチュエータ１４に連結するため
の板金製のクリップ２８を備える。図２、図４及び図５に示すように、クリップ２８は略
矩形の基壁３０を備える。基壁３０はピン３４を受容する穴３２を備え、ピン３４はクリ
ップ２８を可動アクチュエータ１４に回転可能に連結する。基壁３０の端部３６には下方
に突出するタブ３８が設けられ、タブ３８は可動アクチュエータ１４へのクリップ２８の
組付けを容易にする。
【００１２】
相互に略平行に離間配置された側部支持柱４０、４２が、基壁３０から外側上方に延設さ
れる。各側部支持柱４０、４２は、それらを横断して延びるフランジ４４と、弧状縁部４
８及びカム面５０によって画成される掴み縁部４６とを備える。カム面５０は、基壁３０
から略上方に漸減して弧状縁部４８へと円滑に推移するものであり、その作用は後述する
。
【００１３】
クリップ２８は、基壁３０から外方に側部支持柱４０、４２と同一方向へ、かつそれらを
実質的に横断して延びる端壁５２を備える。このように、基壁３０、側部支持柱４０、４
２、及び端壁５２は、ワイヤ１８の軸方向に延びるキャビティ５４を画成する。キャビテ
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ィ５４は基壁３０の反対側に開口する。
図示実施形態では、端壁５２は、それに一体に形成された弾性カム面部材５６及び５８を
備える。弾性カム面部材５６、５８は、キャビティ５４内に延びてワイヤ端保持溝６０を
形成する。図５に示すように保持溝６０は、両カム面部材５６、５８と両支持柱４０、４
２との間でワイヤ１８の軸方向に延在する。各弾性カム面部材５６、５８は、掴み縁部４
６に略対向して配置される。弾性カム面部材５６、５８は、図５に破線で示す非付勢位置
から図５に実線で示す撓曲位置すなわち付勢位置へと移動可能である。非付勢位置では、
溝付ロッド２３の幅より小さい幅を有した保持溝が形成される。弾性カム面部材５６、５
８は、撓曲されたときに、溝付ロッド２３に対してばね力を加え、溝付ロッド２３を掴み
縁部４６に対して保持する。これについては後述する。
【００１４】
図示実施形態では、弾性カム面部材５６、５８は端壁５２に一体的に形成される。しかし
ながら、各カム面部材５６、５８が各側部支持柱４０、４２に一体的に形成され、かつ端
壁５２が掴み縁部４６を備える構成であってもよい。また、離間した側部支持柱及び離間
したカム面部材が示されているが、１つの側部支持柱と、協働する１つの弾性カム面部材
とを採用することもできる。
【００１５】
遠隔側アクチュエータ１６と基端側アクチュエータ１４との間にボーデンワイヤ組体１２
を組付ける際は、まずボール部材２１をスロット２２に挿入して、ワイヤ末端１９を遠隔
側アクチュエータ１６に連結する。次いで、ボーデンワイヤ組体１２を基端側アクチュエ
ータ１４の位置に送る。そしてまず、クリップ２８をピン３４にて基端側アクチュエータ
１４に連結する。次に、ボーデンワイヤ組体１２の溝付ロッド２３を、それを保持溝６０
に挿入することによってクリップ２８に取付ける。溝付ロッド２３に加えられる手の力は
、キャビティ５４内で弾性カム面部材５６、５８を端壁５２の方向に移動し、保持溝６０
を拡張する。溝付ロッド２３を保持溝６０内にさらに挿入すると、弾性カム面部材５６、
５８が溝付ロッド２３をカム面５０に沿って押し、それにより掴み縁部４６は関連する一
対の溝２６に係合する。このようにして、溝付ロッド２３は掴み縁部４６にスナップ係合
し、弾性カム面部材５６、５８はばね力によってワイヤ基端を保持溝６０内に、かつ両側
部支持柱４０、４２の掴み縁部に対して保持する。図２に示すように、各側部支持柱４０
、４２は、隣接する環状突起２４の間に配置されるので、溝付ロッド２３をワイヤ延長方
向への移動に抗して保持するように構成かつ配置されるものである。また溝付ロッド２３
は、各掴み縁部４６の弧状縁部４８が溝付ロッド２３の上面に係合するので、ワイヤ延長
方向を横断する方向への移動が防止される。
【００１６】
両掴み縁部４６の間隔は、溝付ロッド２３の全長よりも短い。したがって、溝付ロッド２
３をクリップ２８に取付ける際に、溝付ロッド２３を軸方向に移動しつつ所望の溝位置を
選択して側部支持柱４０、４２の掴み縁部にスナップ係合させることにより、軸方向の長
さ調整が可能となる。図２に示すように、両掴み縁部は、クリップ２８を溝付ロッド２３
の略中央に配置した状態で、溝付ロッド２３の一対の溝２６に係合する。しかしながら、
溝付ロッド２３はクリップ２８の幅を越えて延びるので、溝付ロッド２３を、その軸方向
長さに沿った様々な位置でクリップ２８に連結されるように、クリップ２８に対して位置
決めすることができる。このように、ボーデンワイヤ組体の基端と基端側アクチュエータ
１４との連結は調整可能なものであり、ボーデンワイヤ組体の基端への基端側アクチュエ
ータ１４の連結が完了する前に、ボーデンワイヤ組体の末端に固定連結された遠隔側アク
チュエータ１６と、基端側アクチュエータ１４との双方を適切に位置決めすることが可能
になる。所望によりクリップ２８を、ボーデンワイヤ組体の末端に使用することもできる
。
【００１７】
さらに、クリップ２８の使用によりワイヤ１８と基端側アクチュエータ１４との連結点を
調整するためのいかなる工具も不要となるので、組立作業者は、溝付ロッド２３を適所に

10

20

30

40

50

(5) JP 3607376 B2 2005.1.5



簡単にスナップ係合させるだけで一方の手のみによって組立を有利に遂行できる。このと
き他方の手は空いており、必要に応じて各部品をそれらの所望位置に手で保持することが
できる。
【００１８】
操作装置１０の組立を完了する際は、保持部材６４が外装１７の各端部近傍でその周面に
固着され、それにより外装１７の基端が基端側アクチュエータ１４に離間配置で固定され
るとともに、外装１７の末端が遠隔側アクチュエータ１６に離間配置で固定される。した
がって各保持部材６４は、ワイヤ１８が外装１７内での円滑な移動を維持できるように固
定対象物に連結されるべく構成かつ配置され、以て、一方のアクチュエータの動作が外装
１７内のワイヤ１８を介して他方のアクチュエータの応答動作を引き起こすようになって
いる。
【００１９】
上記のように、本発明の操作装置１０は、車両のドア構造部においてドアをドア掛止部か
ら掛止解除するために使用できる。したがって例えば、基端側可動アクチュエータ１４の
端部６６を、ドアの外板を貫通する車両ドアハンドル等の手動部材（図示せず）にピン６
８で回動可能に連結することができる。また遠隔側アクチュエータ１６の端部７０は、ピ
ン７２でドア掛止機構に回動可能に連結できる。この操作装置の作動態様は以下の通りで
ある。手動部材の手動動作は、基端側可動アクチュエータ１４をピン６８の周りで第１位
置（図２）から回動させ、ワイヤ１８に張力をかけてワイヤ１８を図３の矢印Ａ方向に移
動させる。ワイヤ１８の基端２０における動作は、遠隔側可動アクチュエータ１６の第１
位置（図１）から移動位置（図示せず）への応答動作を生じさせる。遠隔側アクチュエー
タ１６の動作は、例えば掛止機構を車両ドア掛止部から解放するために利用できる。
【００２０】
このように、本発明の操作装置は、ボーデンワイヤ組体のワイヤ端を、工具を使用せずに
ワイヤの軸方向所望位置で可動アクチュエータに連結するための簡単かつ有効な手段を提
供するものである。
本発明の目的が完全かつ効果的に達成されていることが理解されよう。しかしながら、上
述した本発明の実施形態は、本発明の構造的かつ作用的原理を開示するために図示及び説
明したものであり、その原理から逸脱することなく変更できる。したがって本発明は、特
許請求の範囲に記載した精神に包含される全ての修正を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理に従って構成された操作装置を、第１の非作動位置にて示す正面図
である。
【図２】図１の操作装置の基端の拡大正面図である。
【図３】図２の操作装置の基端を第２の作動位置にて示す図である。
【図４】図２の操作装置の基端の側面図である。
【図５】図２の線５－５に沿った部分断面図である。
【符号の説明】
１０…操作装置
１２…ボーデンワイヤ組体
１４…基端側可動アクチュエータ
１６…遠隔側可動アクチュエータ
１７…外装
１８…ワイヤ
２３…溝付ロッド
２４…環状突起
２６…環状溝
２８…クリップ
３０…基壁
４０、４２…側部支持柱
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４６…掴み縁部
５２…端壁
５６、５８…弾性カム面部材
６０…保持溝

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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